
№ 質　問 回　答

1
どんな設備が補助対象設備になりま
すか。

①Ⅴ２Ｈシステム
②太陽光発電システム（ＦＩＴ・ＦＩＰ制度の認定を取得しな
いもの）
③定置用リチウムイオン蓄電池（②と同時に導入するもの）
の３つが補助対象設備となります。

2
申請から支払いまでの流れを知りた
いです。

申請 → 決定通知 → 実績報告兼請求 → 確定通知 → 支払い
となります。

3 電子申請はできますか。 持参または郵送での手続きのみとなります。

4 申請前に工事を始めて良いですか。
申請前に工事を開始してもかまいませんが、市が国から交付金
決定通知を受けた日(令和８年度は４月９日)以降に契約及び工
事着手されたものが補助対象となりますのでご注意ください。

5
申請時に工事が終わっているので、
実績報告書も一緒に提出して良いで
すか。

実績報告書は、「交付決定通知書」を受け取ってからご提出く
ださい。

6

太陽光発電システムを補助してもら
いました。さらに定置用リチウムイ
オン蓄電池を設置したいため、再度
蓄電池分の申請をしても良いです
か。

補助金の交付は、１住宅１回限りのため、後からの申請はでき
ません。
また、定置用リチウムイオン蓄電池については、太陽光発電シ
ステムと同時に導入したもののみが補助対象となります。

7

太陽光発電システムを補助してもら
いました。さらにⅤ２Ｈシステムを
設置したいため、再度Ⅴ２Ｈシステ
ム分の申請をしても良いですか。

補助金の交付は、１住宅に１回限りのため、後からの申請はで
きません。

8 代理人が申請をしても良いですか。 代理人の申請も可能です。委任状は必要ありません。

9 郵送で手続きできますか。
郵送による手続きも可能です。
ただし、書類の不備・不足があった場合はすべてそろってから
でなければ受理することができませんのでご注意ください。

10
購入金額が０円、もしくはリースの
場合でも補助対象になりますか。

購入金が０円、もしくはリース品は補助対象外です。
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11 新築住宅は対象となりますか。 新築住宅も対象となります。

12 集合住宅は対象となりますか。 集合住宅は対象外です。

13

Ⅴ２Ｈシステムと定置用リチウムイ
オン蓄電池を設置したいのですが、
対象要件である太陽光発電システム
をまだ設置していません。同時に設
置しようと思うのですが、その場合
は補助対象となりますか。

Ⅴ２Ｈシステムについては、太陽光発電システムは既設、新設
は問わないため、要件に合った太陽光発電システムであれば、
同時に設置した場合も補助対象となります。
その場合、太陽光発電システムも補助対象となる場合がありま
すので、その際は一緒にお申込みください。
なお、定置用リチウムイオン電池については新設の太陽光発電
システムを同時に導入する場合に限り補助対象です。

14
補助対象設備はどの製品でも補助対
象となりますか。

Ⅴ２Ｈシステムは、国の補助事業における補助対象機器とし
て、一般社団法人次世代自動車センターにより登録されたもの
が補助対象となります。
太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン蓄電池は、環境
省が実施している「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点
対策加速化事業分）」の対象となっているものが補助対象とな
ります。詳しくはパンフレット及びチェックリストをご参照く
ださい。

15
定置用リチウムイオン蓄電池だけ設
置しようと思うのですが、補助金は
出ますか。

定置用リチウムイオン蓄電池は、太陽光発電システム（ＦＩ
Ｔ・ＦＩＰ制度の認定を取得しないもの）と同時に設置する方
が対象となるため、蓄電池のみの設置は補助対象外となりま
す。

16
国・県が実施している補助金と併用
しても良いですか。

・Ⅴ２Ｈシステムについては併用可能です。ただし、対象経費
が国・県の補助金で全て補われている場合は補助対象外です。
・太陽光発電システムと定置用リチウムイオン蓄電池は、国の
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）を
原資として補助メニューのため、他の国庫補助が原資となって
いる補助金との併用はできません。
・県が実施している「家庭における省エネ・再エネ活用設備導
入補助金」については、の太陽光発電システムとの併用はでき
ませんが、定置用リチウムイオン蓄電池との併用は可能です。

17
県の補助金を受けて太陽光発電シス
テムを設置する予定です。市の補助
金も申請することはできますか。

県の太陽光発電システムは、国庫補助が原資となっているた
め、併用はできません。

18

太陽光発電システムの補助額を計算
する際、「太陽電池出力（ｋＷ）」
は、太陽電池モジュールとパワーコ
ンディショナーのどちらの出力値を
使用するのでしょうか。

交付額の算定に用いる「太陽電池出力」については、太陽電池
モジュールのＪＩＳ等に基づく公称最大出力の合計値とパワー
コンディショナーの定格出力の合計値の低い方をｋＷ単位で小
数点以下を切り捨てた値で算定します。



19
太陽光発電システムの補助額を計算
する際、「太陽電池出力（ｋＷ）」
は、小数点は含めますか。

ｋＷ単位で小数点以下を切り捨てた値で算定します。

20
実績報告書はいつまでに提出が必要
ですか。

工事完了日の翌日から３０日以内（交付決定通知書が届く前に
工事が完了している場合は交付決定通知書の到着の翌日から３
０日以内）におこなってください。
最終締切日が令和９年２月２６日であり、それまでに工事及び
業者への支払い全てを終えている必要がありますので、工事完
了日に関わらず令和９年２月２６日までに到着するよう提出し
てください。

21
実績報告のための書類を揃えるのに
時間がかかります。

理由書に、提出できない書類とその理由・提出可能な時期を記
載し提出してください。ただし、領収書の発行がされていない
場合は領収書を提出いただいてからの支払い手続きとなりま
す。

22 補助金の支払いはいつですか

実績報告書を提出いただいてからの支払い手続きとなります。
交付額確定通知書を発送してから1か月以内にはお支払いしま
す。（交付額確定通知書に振り込み予定日の記載がありま
す。）

23
２月２８日は日曜日ですがいつまで
に提出すればよいでしょうか

２月２６日（金）までに提出してください

24
発電量及び消費電力量の調査とはな
んですか

太陽光発電システムを導入した方が対象となるものです。要件
の一つに発電する電力の30％以上を自家消費とすることとして
おり、それを報告してもらいます。翌年以降に市役所から郵送
で依頼通知を送付しますので必要書類を記載および添付の上ご
提出ください。
発電量・消費電力量・売電単価がわかる書類の提出が必要です
ので、事前に準備いただくようお願いします。


